
令和７年５月９日

軽自動車税(種別割)減免該当見込者　様

鶴岡市総務部課税課

軽自動車税(種別割)の公益減免制度について（お知らせ）


　公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等に対しては、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
　あなたが所有している軽自動車等がこの条件に該当すると思われますので、ご確認いただくとともに、減免を受けようとする場合は下記により手続きを行ってください。
　なお、申請手続きは、納期限である令和７年６月２日（月）までに行わなければならず、期限を過ぎての申請は出来ません。


記

１．申請窓口
　　鶴岡市役所課税課諸税係（来庁の場合、又は各地域庁舎市民福祉課）

２．申請に必要なもの
　　①同封の申請書に所要事項を記入したもの
　　　（複数台申請する場合は、複写してお使いください。）
　　②令和７年度軽自動車税(種別割)納税通知書
　　③自動車検査証の写または自動車検査証記録事項の写し
　　④申請者が個人の場合は、マイナンバーカード

３．その他
　　減免に該当した場合、軽自動車税の口座振替を申込まれている方につきましては、６月２日（月）に対象車両分の軽自動車税を口座振替した後、納税課より還付することとなりますのでご留意ください。
【担当】　鶴岡市総務部課税課諸税係　
　〒997-8601　山形県鶴岡市馬場町9番25号
　TEL：0235 - 35 -1176（直通）

